
                        

会員企業の責任ある企業行動に関する紛争（２条１項）  

両当事者に対する説明（４条２項）、意向確認（５条１項）  

会員企業による手続開始依頼（５条２項）  

手数料納付（５条 3 項、26 条）  

受理（６条）  

通報者への通知・説明（８条）  助言仲介委員の選任（10 条）  

助言仲介手続期日（18 条）  

１～４回又は６か月以内  

事案が複雑な場合：１～８回又は 10 カ月以内  

会員企業による取下げ  

通報者による終了申出  

（20 条）  

和解成立 (19 条 ) 助言仲介委員による打

切り(21 条 ) 

2jou

通知（21 条 2 項）  和解契約書作成（19 条）  通知（21 条 2 項）  




